
平成 26 年 1月 27 日 

 

各      位 

本店所在地 東京都港区芝浦一丁目 14 番 5 号 

会 社 名   株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 

代表者名   代表取締役 田中茂樹 

（コード番号 3832） 

問合せ先   取締役   松本貞子 

（TEL．03－5443－7489） 

 

訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年 2 月 27 日「訴訟の提起に関するお知らせ」で公表したとおり、貸金返還請求訴

訟（以下「本件訴訟」）の提起を受けておりましたが、平成 26年 1 月 22 日付で判決言渡を受け、本日

調書が到着しましたので、お知らせいたします。また、本判決に伴い、訴訟損失引当金として特別損

失を計上する見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ. 訴訟の判決について 

１． 本件訴訟の内容 

（１） 提起日    平成 24 年 2 月 22 日（訴状到着日 平成 24 年 2月 27 日） 

（２） 原告     フォーエブリ株式会社 

（３） 被告     当社及び当社代表取締役 

（４） 請求内容   貸金返還請求 

（５） 請求額    3,156 万円及びうち 3,000 万円に対する平成 23 年 3 月 1日から 

       支払い済まで年 14.6%の遅延損害金   

                   

２． 本件訴訟の提起から判決に至るまで経緯 

 原告は、当社がフルブライト投資事業有限責任組合より借り入れた 3,000 万円を同組合より譲

り受け、当該債権の弁済を求めて平成 24 年 2 月 22 日付で訴訟を提起しました。 

 

３． 判決の概要 

（１） 被告らは、原告に対し、各自 3,306 万円及びうち 3,000 万円に対する平成 23 年 8 月 1 日

から支払済みまで年 14.6%の割合による金員を支払え。 

（２） 原告その余の請求をいずれも棄却する 

（３） 訴訟費用は被告らの負担とする。 

（４） この判決は、（１）に限り、仮に執行することができる。 

 

４． 今後の見通し 

  今後の対応については控訴を含め検討中であり、フォーエブリ株式会社への返済は判決が確定

したのちに判断する予定です。 

  



Ⅱ. 特別損失の計上 

１． 内容 

上記、「Ⅰ. 訴訟の判決について」のとおり、平成 26 年 1 月 22 日付で、東京地方裁判所は、当社

に対して、3,306 万円及びうち 3,000 万円に対する平成 23 年 8月 1日から支払済みまで年 14.6％の

遅延損害金の支払いを命じました。 

当社はこの判決に対して、今後、控訴も含め検討中でありますが、本判決どおりに確定した場合

に備え、平成 25 年 11 月期連結会計年度において、訴訟損失引当金 4,000 万円を計上する見込みで

あります。 

 

２． 業績に与える影響 

本件により、平成 26 年 1月 15 日付で開示いたしました平成 25 年 11 月期決算短信を変更する予定

でありますが、現在精査中であるため、確定次第速やかに開示いたします。 

 

以 上 


